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官庁営繕事業に係る評価の方法

②事業計画の合理性
同等の性能が得られる代替案の有無を確認
し、事業案と代替案とを経済比較して事業案
が最も経済的であることを確認（代替案がな
い場合、事業案が最も合理的とする）

（要件：評点100点）

①事業計画の必要性
現在入居している建物の状況から、事業
の必要性を評価

（要件：評点100点以上）

その他、

…などの項目について評価する。

現在の建物に問題が多いほど
評点が高い（建替えの必要性大）

事業計画

建替
（新営）

③事業計画の効果
Ｂ１（業務を行うための基本機能）と Ｂ２（施策
に基づく付加機能）から、事業の効果の発揮
見込みを評価

（要件：100点以上）

【B1】（基本）

法令・
条例に
適合

適正な規模適切な
執務空間

適切な
敷地の場所・

規模

【B2】（施策）
環境保全性の確保

ユニバーサル
デザイン

防災性の確保

地域防災へ
貢献する取組

業務を行うための必要な機能を満たす
見込みであることを確認

事業の特性に合致した施策に基づく機能
が付加される見込みであることを確認

防災機能の不備
解消の必要性

狭あい
解消の必要性

分散 借用返還

老朽
による弊害解消の

必要性

既存部分
の改修

不足分
の増築

代替案A 代替案B

民間ビル
への入居

経済性等を比較し、
現計画の合理性を評価

地域連携

現在入居している
建物の状況を項目別に採点

木材利用促進 地域との
連携

「官庁営繕事業に係る新規採択時評価手法」に基づき、下記の３つの視点について、指標に基づく評点を算定し、要

件を満たすことを確認する。
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事業計画の必要性

2



事業計画の必要性 ～評点の算出例～

○各官署の評点の算出
①老朽、②狭あい、③借用返還、④分散、⑤地域連携、⑥立地条件の不良、⑦防災機能に係る施設の不備、
⑧施設の不備及び⑨法令等の項目で評価を行う。

（注） 現存率は、建物の老朽度を示す指標で、建築物の新築時を100%とする。
（注）面積率は狭あいの状況を示す指標であり、計画の必要性を評価する際に限り用いる。

必要延べ面積に対する現有延べ面積の充足率である。

① 老朽 ８０※
現存率
６８．４%（築６２年、築４７年、築４６年）

④ 分散 ８０ 相互距離5.2km程度の位置に部署が分散

⑤ 地域連携

８０主要素×１．０

６

１０

従要素×０．１ ８

② 狭あい ４０ 面積率 ０．７６ ４

計画理由 評点 施設の状況 必要性の評点 １１２点

６０

４

都市計画的にみて地域性上障害のあるもの
解消

地域防災への貢献

⑦
防災機能に係
る施設の不備

１００※※ 構造体の耐震性能不足 1.02／1.50

※下線は主要素を示す。 ※※耐震改修不可とされていないため主要素としない。

加算 ４

従要素×０．１
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○事業計画の必要性の評点 ： １２９点 ≧ １００点

各官署の評点の面積荷重平均（Σ（（Ａ）×（Ｂ））） １０９点

特定国有財産整備計画に基づくもの （加算） １０点

合同庁舎計画に基づくもの （加算） １０点

○各官署の評点の面積加重平均の算出

各官署の評点
（Ａ）

計画面積（専有）
割合（Ｂ）

（Ａ）×（Ｂ）入居予定官署

１０４点 ２５．７% ２６．７点●●●●●●局

１０４点 ４．８% ５．０点●●●●●●●●●●部

１１８点 ７．５% ８．９点●●●●●●●●所

１１２点 ４８．２% ５４．０点●●●●局

各官署の評点の面積荷重平均（Σ（（Ａ） × （Ｂ））） １０９．６点

事業計画の必要性 ～評点の算出例～

１０９点 １３．８％ １５．０点●●●●●●局

合計（事業計画の必要性の評点） １２９点 ≧ １００点
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事業計画の合理性
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事業計画の効果（ Ｂ１： 業務を行うための基本機能 ）
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事業計画の効果（ Ｂ１： 業務を行うための基本機能 ） ～評点の算出例～

○事業計画の効果（ Ｂ１： 業務を行うための基本機能 ） の評点 ： １３３点 ≧ １００点

イ位置

分 類 項 目 係数 評価の根拠

①用地の取得・借用

②災害防止・環境保全

１．１ 国有地に建設されている

１．１
自然的条件からみて災害防止・環境保全上
良好な状態である

③アクセスの確保 １．１ 施設へのアクセスは良好である

④都市計画その他の土地利用に関する
計画との整合性

⑤敷地形状等

１．０

１．０

都市計画その他の土地利用に関する計画と
整合している

敷地形状及び接道状況が適切

ハ構造

イ ①×②×③×④×⑤ 計

ロ ①×② 計

ハ 計

①建築物の規模

事業計画の効果の評点
イ×ロ×ハ×１００

１．３３

１．０

１．０

１３３点

１．０

１．０

業務内容等に応じ、適切な規模を設定

ロ規模
②敷地の規模 １．０

建築物の規模及び業務内容等に応じ、適切
な規模を設定

執務に必要な空間及び機能が適切に確保さ
れる見込み

機能性 （ 業務を行うための基本機能 ）
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